
令和6年11月医療機関等向け総合ポータルサイトについて オンライン資格確認導入の原則義務化に係る
経過措置対象の保険医療機関・薬局の皆様

オンライン資格確認経過措置対象の
保険医療機関・薬局において

モバイル端末等で簡単に資格確認できる
「オンライン資格確認（資格確認限定型）」
を任意で導入いただけるようになりました。

（財政支援実施中）

詳しくは中面をご覧ください。
お問い合わせ先：オンライン資格確認等コールセンター

お問い合わせフォームはこちら

医療機関等向け総合ポータルサイト下部の「メールでのお問い合わせ
先」にご用意しているフォームに返信用の連絡先とお問い合わせ内容
を入力し送信することで、担当者から回答があります。
※ 回答までに日数を要する場合があります。

お問い合わせフォーム

0800-080‐4583 （通話無料）
月～金 8：00～18：00
土  8：00～16：00（いずれも祝日を除く）

オンライン資格確認(資格確認限定型)の概要・各種届け出書類、導入・準備に係る対応、費
用補助(金額や手続き等)のご不明点は、コールセンターにお問い合わせください。

• オンライン資格確認に関する情報や、導入の手引きを公開しています。

• オンライン資格確認（資格確認限定型）の「利用申請」「補助金申請」等を行う
ことができます。

※ 各種申請方法の詳細はポータルサイトでご案内を行っています。

ポータルサイトから各種申請を行うには、事前にユーザー登録が必要です。

まずは医療機関等向け総合ポータルサイトにユーザー登録をよろしくお願いします。

医療機関等向け総合ポータルサイト 検索

右の二次元バーコードを読み取るか下記キーワードを検索して、
アクセスしてください。

ポータルサイトに今すぐアクセス！

ユーザー登録は

こちらから！

モバイル端末等による
オンライン資格確認（資格確認限定型）

について



令和6年（2024年）12月2日の健康保険証の新規発行終了を見据え、
「オンライン資格確認（資格確認限定型）」の導入を是非ご検討ください

オンライン資格確認の導入に対する財政支援について

補助額は最大3.1万円です。（事業費に対し3/4の補助）
補助金の申請期限は、令和７年２月１日となっております。

オンライン資格確認（資格確認限定型）の導入（パソコン・タブレットに接続する市
販の汎用カードリーダー、モバイル端末の購入）に対して費用補助を行います。

スマートフォン
タブレット（※）

パソコン・タブレットに
接続する汎用カードリーダー

補助対象の機器

※ マイナンバーカードの読取り機能の無いタブレットでは
Bluetooth汎用カードリーダーが必要です。

健康保険証の新規発行終了について

• 令和6年12月2日より健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする
仕組みに移行されます。
※ 12月1日までに発行された健康保険証は原則として最大1年間有効です。有効  

期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限までご利用いただけます。

オンライン資格確認（資格確認限定型）について
• 保険医療機関・薬局で準備した端末（パソコン・タブレットに接続した市販の汎用
カードリーダー、スマートフォン）を用いて患者のマイナンバーカードを読み取り、患者の
保険資格情報をその場で確認できます。

• 顔認証付きカードリーダーを用いたオンライン資格確認（既存の外来型）と比べ、
簡素な仕組みとなっており、診療/薬剤情報・特定健診等情報の閲覧ができません。

※ 12月2日以降、従来の健康保険証を持たない患者が来院した場合には、オンライン資格確認（資格確
認限定型）以外に、「マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の組み合わせ」や「資格確認書」を用いて
保険資格の確認を行う方法も可能となります。なお、12月2日以降、マイナ保険証のみ持参の患者が来
院する可能性があります。

補助の内容に関する詳しい情報は、医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。

経過措置対象の保険医療機関・薬局における
オンライン資格確認（資格確認限定型）の導入について

• 保険医療機関・薬局については、令和5年4月より、オンライン資格確認の導入が原
則義務化されておりますが、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、
法令上、以下の期限付きで経過措置を設けられています。

• 令和6年12月2日以降、経過措置対象の保険医療機関・薬局において、マイナン
バーカードを持参した患者の資格確認ができない事態を防ぐため、経過措置が適
用されている間の時限的な措置として、簡素な資格確認の仕組みである「オンライン
資格確認（資格確認限定型）」の導入を任意で可能といたしました。

• 対象は、12月2日以降もオンライン資格確認を導入できない可能性のある、経過措
置(2)・(4)・(6) が適用されている保険医療機関・薬局です。

やむを得ない事情 期限

⑴ 令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステ
ム整備が未完了の保険医療機関・薬局（システム整備中）

システム整備が完了する日まで
（遅くとも令和５年９月末まで）

⑵ オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備
されていない保険医療機関・薬局（ネットワーク環境事情）

オンライン資格確認に接続可能な
光回線のネットワークが整備されて

から6ヶ月後まで

⑶ 訪問診療のみを提供する保険医療機関 令和６年12月１日まで

⑷ 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで

⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
廃止・休止の間まで

（遅くとも令和6年12月１日ま
で）

⑹ その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局 特に困難な事情が解消されるまで

【オンライン資格確認導入の原則義務化に係る経過措置（参考）】

スマートフォン

or or

保険医療機関・薬局の端末

パソコン（Windows）
＋有線汎用カードリーダ

ー
※ 資格確認限定型は

Windows10、 Windows11
でのご利用に対応しています。

タブレット

＋Bluetooth

汎用カードリーダ
ー

患者のマイナンバーカード
マイナンバーカードの

読み取り 患者の保険資格情報を確認
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